
 
 
 
 
 
 

財政健全化判断指標 
 



財政健全化判断指標とは 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「健全化法」という。）に基づき算出す

る健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）に、

公営企業（下水道事業）の資金不足比率をあわせた 5つの指標をいう。 

健全化法は、地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全

化を図ることを目的として、平成 21年 4月から本格施行されたもので、ここに定められた基準

を超えると、国から以下の計画の策定が義務づけられ、自主的な改善努力による、財政の早期

健全化を図らなければならない。 

・「財政健全化計画」（早期健全化基準を超える場合）若しくは「財政再生計画」（財政再生基

準を超える場合） 

・「経営健全化計画（公営企業会計）」（経営健全化基準を超える場合） 

健全化判断比率及び資金不足比率は、健全化法に基づき議会への報告及び公表が義務づけら

れている。 

 

 



　【財政健全化判断指標】

　１　対象とする会計

　２　健全化判断比率

a 財政健全化計画を定めなければならない基準
b 財政再生計画を定めなければならない基準
c 経営健全化計画を定めなければならない基準

一
般
会
計
等

一般会計

母子・父子福祉資金特別会計

土地取得事業特別会計

借入金管理特別会計

公
営
事
業
会
計

国民健康保険事業特別会計

公
営
企
業
会
計

財政再生
基準

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

駐車場事業特別会計

３

下水道事業特別会計

一部事務組合（6組合）・広域連合（1連合）の負債
〔加入市町村の按分負担〕

損失補償債務等

区　　　　　　　　　　分 29年度 28年度
早期健全化

基準

健
全
化
判
断
比
率

再
生
判
断
比
率

（1）実 質 赤 字 比 率 -%

（3）
実 質 公 債 費 比 率
（ 3か 年 平 均 ）

-0.5%

11.25% 20%

（2）連 結 実 質 赤 字 比 率 -% -% 16.25% 30%

-%

25% 35%

（4）将 来 負 担 比 率 -% -% 350%

-0.6%

３   資金不足比率（下水道事業） -% -%
経営健全化

基準
20%

給
与
及
び
公
共
料
金
特
別
会
計

a b

c

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質
赤
字
比
率

（1）

a b

c

（2）

（3）

（4）

資
金
不
足

比
率
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（１） 実質赤字比率（一般会計等）

算式

（２） 連結実質赤字比率（全会計）

算式

 ※2 繰上充用額 歳入不足のため、翌年度の歳入を繰り上げて充てた額

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
　実質赤字とは、形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した実質
収支が赤字の場合をいう。

 ※1 計算結果が0%以下のときは-%

 ※3 支払繰延額 実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

 ※4 事業繰越額 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

 ※5 標準財政規模
自治体の一般財源の標準的な大きさを示したもの。普通交付税の算定に用いる
市税収入額、地方譲与税及び利子割などの各種交付金に普通交付税と臨時財政
対策債発行可能額を加えた額

　公営企業や国民健康保険事業などの公営事業を含めたすべての会計を対象とした実質赤
字の標準財政規模に対する比率。

※1

算式の[　　]数値は、本市の29年度決算数値
単位は千円

[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

[-％]

[107,312,792]

）＋
実質赤字比率 ＝

繰上充用額 支払繰延額

標準財政規模

事業繰越額＋ （

※1

※2 ※3

※5

※4

※5

[ 0 ] [ 0 ] [5,761,600] [136,859]

[-％]

資金剰余を
生じた公営
企業会計の
資金剰余額

＋ ）

[107,312,792]

連結実質赤字比率 ＝

実質赤字を
生じた会計の
実質赤字の

合計額

資金不足を
生じた公営
企業会計の
資金不足額

標準財政規模

（ ＋ ） － （

実質黒字を
生じた会計の
実質黒字の

合計額
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　　　（全会計の実質収支額）

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額

Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実 質 収 支 額
Ｃ － Ｄ

一 般 会 計 194,783,999 190,741,521 4,042,478 510,418 3,532,060

母子・父子福祉資金特別会計 138,652 137,882 770 770 0

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 80,024 80,024 0 0

借 入 金 管 理 特 別 会 計 33,091,764 33,091,764 0 0

計 228,094,439 224,051,191 4,043,248 511,188 3,532,060

国民健康保険事業特別会計 68,788,216 67,577,771 1,210,445 1,210,445

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 12,302,675 12,286,363 16,312 16,312

介 護 保 険 特 別 会 計 40,203,498 39,200,715 1,002,783 1,002,783

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 716,496 716,496 0 0

給与及び公共料金特別会計 32,554,338 32,554,338 0 0

計 154,565,223 152,335,683 2,229,540 0 2,229,540

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

資 金 不 足 ・
剰 余 額

Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実 質 収 支 額
Ｃ － Ｄ

公 営 企 業
会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計 14,831,360 14,694,501 136,859 136,859

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額

Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実 質 収 支 額
Ｃ － Ｄ

397,491,022 391,081,375 6,409,647 511,188 5,898,459全　　　会　　　計

区　　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　　分

一 般 会 計 等

公 営 事 業
会 計

区　　　　　　　　　　分
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（３） 実質公債費比率

算式

　一般会計等が1会計年度に負担した元利償還金及び準元利償還金の一般財源額の標準財
政規模に対する比率。
　この比率が、18％を超えると起債許可団体になり、35％を超えると災害復旧事業等を除
き起債が制限される。

　※6 準元利償還金

　①満期一括償還市債について､償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした
　　場合における1年当たりの元金償還金相当額

　②一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、市債の償還
　　の財源に充当されたと認められるもの

　③一部事務組合等への負担金のうち、組合等が起こした地方債の償還財源に
　　充当されたと認められるもの

　④大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等が
　　行った公共施設等の建設及び総合体育館の建設に係る割賦支払い、社会
　　福祉法人が行った特別養護老人ホーム等の建設に係る補助のため設定した債
　　務負担行為等に基づく支出額

　⑤一時借入金の利子

　※7 特定財源

　①国・都からの支出金

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元利償還金

　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当された市営
　　住宅使用料

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当された都市計画税

　⑤その他の特定財源

　※8　
3か年平均の算出方法は、年度ごとに四捨五入をせず、計算結果そのままを
3か年加え、3か年で除し、小数第1位未満を切捨てる。

※6 ※7

※8

[5,121,288] [6,485,845] [11,880,051]

[-0.62122％]

実質公債費比率
（単年度）

＝

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

）
元利償還金・

準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

＋（＋ － 特定財源

[11,880,051]

[12,651,757]

[107,312,792]

標準財政規模 －

（ ）
市債の

元利償還金
準元利
償還金

[-0.47115％] [-0.47346％] [-0.62122％]

[-0.5％]

＋
実質公債費比率
（3か年平均）

＋

3
＝

28年度
実質公債費比率

29年度
実質公債費比率

27年度
実質公債費比率
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　　　（実質公債費比率の内訳）
（単位　千円）

29年度 28年度 27年度

市 債 の
元 利 償 還 金

Ａ
公 債 費 12,651,757 12,664,964 12,705,970

① 満期一括償還に係る公債費 0 0 0

②
特別会計への繰出金
（下水道と駐車場の公債費充当分）

3,732,168 4,053,386 4,262,945

③
一部事務組合負担金
（東京たま広域資源循環組合、南多
摩斎場組合の公債費負担分）

242,907 407,297 466,867

④
公債費に準ずる債務負担行為
（ニュータウン学校施設取得・総合
体育館整備等）

1,146,213 1,056,557 1,056,117

⑤ 一時借入金利子 0 113 0

準元利償還金　計 5,121,288 5,517,353 5,785,929

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益
施設整備費償還費補助金）

1,324,044 1,487,011 1,487,011

② 貸付金償還金 0 0 0

③ 市営住宅使用料 138,136 134,172 141,952

④ 都市計画税 5,023,665 5,050,012 5,522,926

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源　計 6,485,845 6,671,195 7,151,889

11,880,051 11,966,562 11,792,529

107,312,792 108,160,487 107,837,314

-0.62122% -0.47346% -0.47115%

-0.5% -0.6% -0.5%

注　区分欄の（　　）は、本市の29年度決算内容

実 質 公 債 費 比 率 （ 3か 年 平 均 ）

区　　　　　　　　　　　　　　　分

実 質 公 債 費 比 率 （ 単 年 度 ） Ｆ
｛ （ Ａ +Ｂ ） -（ Ｃ +Ｄ ） ｝ ／ （ Ｅ -Ｄ ） × 100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

Ｄ

準元利償還金
Ｂ

特 定 財 源
Ｃ

※6

※7

※8
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（４） 将来負担比率

算式

　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

　※9　将来負担額

　①一般会計等の当該決算年度末における市債現在高

　②大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等が
　　行った公共施設等の建設及び総合体育館の建設に係る割賦支払い、社会
　　福祉法人が行った特別養護老人ホーム等の建設に係る補助並びに東京都
　　から譲渡された母子・父子福祉資金貸付金債権の償還のため設定した債
　　務負担行為等に基づく支出額

　③一般会計等以外の会計の市債の元金償還に充当する一般会計等の
　　負担見込額

　④一部事務組合等の地方債の元金償還に係る負担見込額

　⑤退職手当支給予定額のうち、一般会計等負担見込額

　⑥損失補償等による負担見込額

　⑦連結実質赤字額

　⑧一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

　※10　充 当 可 能
　　　　基　金　額

　地方自治法第241条に定める基金（地方公共団体の財政の健全化に関する
　法律施行規則第16条の規定に基づくもの）

　※11　特 定 財 源
　　　　見　込　額

　①国・都からの支出金

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元金償還金

　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当される
　　市営住宅使用料

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当される都市計画税

　⑤その他の特定財源

※9 ※11※10

※1

[193,551,616] [27,171,180] [45,140,804] [123,378,742]

[-％]

[11,880,051]

）

標準財政規模

[107,312,792]

特定財源
見込額

市債現在高等に係る
基準財政需要額算入見込額

＋

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

将来負担比率
－

＝

（ ＋将来負担額
充当可能
基金額

－
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　　　（将来負担比率の内訳）

（単位　千円）

29年度 28年度 増減額

① 一般会計等市債現在高 129,037,432 130,233,796 △ 1,196,364

②
公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出
予定額（ニュータウン学校施設取得・総合
体育館整備等）

9,257,880 10,742,387 △ 1,484,507

③
特別会計への繰出見込額
（下水道と駐車場の償還見込額）

31,720,871 33,452,257 △ 1,731,386

④
一部事務組合等負担見込額
（東京たま広域資源循環組合、南多摩斎場
組合の償還見込額）

531,120 768,070 △ 236,950

⑤
退職手当負担見込額
（2,677人分）

23,004,313 24,055,801 △ 1,051,488

⑥ 損失補償等による負担見込額 0 0 0

⑦ 連結実質赤字額 0 0 0

⑧ 一部事務組合等連結実質赤字額 0 0 0

将来負担額　計 193,551,616 199,252,311 △ 5,700,695

充 当 可 能
基 金 額

Ｂ
財政調整基金、減債基金等 27,171,180 26,196,751 974,429

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益施設整
備費償還費補助金）

6,025,047 7,747,404 △ 1,722,357

②
貸付金償還金
（多摩都市モノレール貸付金償還金）

68,279 68,279 0

③ 市営住宅使用料 1,791,516 1,618,179 173,337

④ 都市計画税 37,255,962 37,466,783 △ 210,821

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源見込額　計 45,140,804 46,900,645 △ 1,759,841

123,378,742 126,246,477 △ 2,867,735

107,312,792 108,160,487 △ 847,695

11,880,051 11,966,562 △ 86,511

-% -% -

注　区分欄の（　　）は、本市の29年度決算内容

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

市 債 現 在 高 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額
Ｄ

特 定 財 源
見 込 額

Ｃ

将 来 負 担 比 率
｛ Ａ - （ Ｂ + Ｃ + Ｄ ） ｝ ／ （ Ｅ - Ｆ ） × 100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額
Ｆ

将 来 負 担 額
Ａ

※9

※10

※11

※1
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 　３　資金不足比率

算式

　　　　　

　　　　　　 

　※13　解消可能
　　　　資金不足額

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の
事業がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額

　※14　事業の規模 営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

　公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率。
　本市では、下水道事業特別会計が該当する。

　※12　資金の不足額
（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に
　充当するために起こした市債現在高）－解消可能資金不足額 ※13

[ 0 ]

[-％]

[8,886,701]

資金不足比率 ＝
事業の規模

資金の不足額

※1

※14

※12

578


